
南三陸にゅーすMINAMISANR IKU  NEWS

　志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業第3回変更（案）の説明会および縦覧を行
います。
●説明会
【日時】６月８日（木）午後６時30分〜　　【場所】役場２階大会議室

●縦覧
【期間】６月13日（火）〜26日（月）　【時間】午前８時30分〜午後５時15分　【場所】役場１階復興推進課
【内容】志津川都市計画事業志津川地区被災市街地復興土地区画整理事業の計画変更
【その他】６月13日（火）から７月10日（月）までに事業計画の第３回変更（案）に対する意見書の提出ができます。

問 復興推進課区画整理係　☎46-1382

　町では、平成27年10月に内閣府から認定を受けた南三陸町まちなか再生計画に基づき、市街地のにぎわい作
りの重要な拠点として、道の駅の整備を予定しています。
　道の駅の基本構想とは、道の駅を整備する際のコンセプトや機能など、基本的な方針をまとめた構想です。
　このたび、南三陸町道の駅整備推進協議会での協議を踏まえ、南三陸町道の駅基本構想（素案）を取りまとめま
したので、この素案に対する皆さんからのご意見を募集します。

【閲覧期間】5月29日（月）〜６月12日（月）
※企画課および歌津総合支所での資料の閲覧は、閲覧期間のうち平日の午前８時30分から午後５時15分の間のみ可能です。

【資料の公表場所】企画課、歌津総合支所、町ホームページ
【意見の提出方法】�規定の用紙に必要事項を記載の上、６月12日（月）午後５時15分までに企画課へ郵送、
　　　　　　　　ファクシミリ、メールまたは持参してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 企画課地方創生・官民連携推進室　☎46-1371　FAX46-2672
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メールsousei@town.minamisanriku.miyagi.jp

志津川地区区画整理事業計画第3回変更（案）の説明会および縦覧

皆さんのご意見をお寄せください

　現在受給している児童手当・特例給付
を引き続き受給するためには、6月中に現
況届を提出する必要があります。現況届
を提出しないと、6月分以降の手当を受給
できなくなります。対象者には個別に通知
しますので、通知の内容を確認の上、ご提
出ください。

【日時】6月13日（火）午前10時〜午後３時、6月14日（水）午前10時〜午後７時
【場所】歌津総合支所

歌津地区

【日時】6月15日（木）午前10時〜午後3時、6月16日（金）午前10時〜午後７時
【場所】総合ケアセンター南三陸　2階大会議室

志津川地区

【日時】6月18日（日）午前10時〜午後３時
【場所】総合ケアセンター南三陸　1階子育て支援係

歌津地区・志津川地区 共通

※上記日程で都合のつかない人は、子育て支援係まで直接ご提出ください。

【必要なもの】①児童手当・特例給付現況届（事前に郵送します）　②印鑑　③健康保険証（受給者のもの）
※この他にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは通知書でご確認ください。

問 保健福祉課子育て支援係　☎46-1402
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